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第５章 誘導に関する施策 
 

 

本章では、居住機能や都市機能の適切な誘導に向けた施策や公共交通ネットワークに係る施策

を整理します。 

また、誘導区域の外においては、人口減少に伴う居住環境の悪化や地域の魅力・活力の低下が

発生しないよう地域特性に応じた施策を整理します。 

くわえて、都市のスポンジ化６６対策として低未利用地に関する考え方を整理し、空き地・空き

家等の低未利用地の利用や管理の指針を定めます。 

なお、居住・都市機能の誘導を図る上で重要な防災に係る施策については、第６章の防災指針

において整理します。 

5-1 居住機能の誘導に係る施策 

＜１＞ 居住機能の立地促進 

●戸建住宅や集合住宅など地域の特性に応じた居住機能の集積が図られるよう、用途地域など

地域地区の効果的な運用や立地支援に係る方策を検討します。 
 

＜２＞ 居住者の生活利便性の確保 

●日常生活に必要な生活利便施設など居住誘導区域内における居住環境を向上する用途の誘

導を促進するため、土地利用計画制度の効果的な運用のほか、都市計画提案制度６７や都市再

生特別措置法に基づく各種制度の活用を検討します。 
 

＜３＞ 良好な居住環境を支える基盤整備 

●安心して快適に移動することができるよう施設（旅客施設、車両等、道路、信号機等、路外

駐車場、都市公園、建築物）の種別に応じたバリアフリー化の推進を図ります。 

●低未利用地など土地の入替えや集約を行い、生活利便施設の用地や地域活動のためのにぎわ

い・交流空間の創出などといった土地の有効活用に加え、公共施設の整備改善を図るため、

民間活力による居住環境の向上に資する土地区画整理事業を支援します。 

●マンションの管理不全化を抑制し管理水準の向上を図るため、マンション管理の適正化を推

進します。 
 

  

 
６６ スポンジ化：空き地・空き家等の低未利用の空間が、時間的・空間的にランダムに、相当程度の分量で発生する現象 
６７ 都市計画提案制度：土地所有者などが、一定の面積以上の一体的な区域について、土地所有者などの３分の２以上の同意を得ることなどの条件を満

たすことにより、都市計画の決定又は変更を提案できる制度 
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＜４＞ 居住地としての魅力の向上 

●地域特性に応じた魅力的な景観形成を推進するため、多様な分野との連携や関連する都市計

画制度等の適切な活用、「景観まちづくり指針６８」の運用などを行います。 

●集合型居住誘導区域内においては市民・事業者・行政が連携して緑化を重点的に推進し、住

民の憩いの場を創出するとともに、みどり豊かな街並みを形成します。 

●老朽建物の建て替えや改修などに合わせて建築物の脱炭素化を進めるとともに、建築物の耐

震化、災害対応に関する設備等の充実等を図ることで、環境にやさしく強靱な住宅市街地の

形成を推進します。 

●空き地や空き家等の低未利用地の活用により、持続可能な地域づくりを進めます。 

 

5-2 都市機能の誘導に係る施策 

＜１＞ 地区の特性に応じた都市機能の集積 

●多くの市民が利用する行政区単位の市有施設については、主要な地下鉄やＪＲ駅周辺などの

拠点に集約していきます。 

●都市機能の誘導を積極的に進めるため、地域地区などの土地利用計画制度の効果的な運用の

ほか、都市計画提案制度や都市再生特別措置法に基づく各種制度の活用を検討します。 

●容積率規制の緩和をはじめとした都市開発に係る諸制度や各種支援制度などを活用し、民間

都市開発の誘導・調整を積極的に進めて、拠点の高度化に資する都市機能の集積を図ります。 

●市街地再開発事業等により、民間活力を活用しながら、土地の高度利用及び誘導施設をはじ

めとした都市機能の集積を図ります。 

 

 

 

 

 

●土地区画整理事業により、道路・公園などの公共施設の整備改善や街区の再編・低未利用地

の集約により、土地の有効活用の促進や都市機能の誘導を進めます。 

 

 

 

●都心の再開発に伴うオフィスの大量供給などのビジネス環境充実の機会を捉え、札幌が持つ

強みを最大限に生かしながら、企業の立地や設備投資を促進します。 

  

 
６８ 景観まちづくり指針：一定の地域ごとに地域特性に応じた魅力的な景観を形成するための指針 

＜市街地再開発事業一覧＞ 

○ 北５西１・西２地区第一種市街地再開発事業 

○ 北４西３地区第一種市街地再開発事業 

○ 大通西４南地区第一種市街地再開発事業 

＜土地区画整理事業一覧＞ 

○ 篠路駅東口土地区画整理事業 
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＜２＞ 都市機能の誘導効果を相乗的に高める空間の形成 

●都心では、民間都市開発との連携による積雪寒冷地にふさわしい多様な屋内空間等のオープ

ンスペース６９の創出・連続化等により、にぎわいと交流を生む場の創出を推進します。 

●都心では、街並みとの連続感がある良好な景観の形成や地上・地下の重層的な歩行ネットワ

ーク、ユニバーサルデザイン７０による空間整備など、誰もが居心地が良く歩きたくなる都市

空間の形成を図ります。 

●地域交流拠点では、民間都市開発の誘導・調整を積極的に進め、地域特性に応じて、建物低

層部への商業機能の導入などのにぎわいや多様な交流空間（広場・公園など）の創出を図り

ます。 

●地域交流拠点では、地域の特性に応じて、再開発などを活用した建築物の地下鉄駅との接続

や空中歩廊による駅への接続を促進することで、季節や天候に左右されない安全・快適に移

動できる空間を形成し、にぎわい・交流が生まれる場の創出に寄与します。 

●居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりの推進、良好な景観の形成、様々な交流機会やに

ぎわいの創出に向けて、公園・緑地や道路空間などにおけるみどりの整備・改善に取り組む

とともに、民間開発の機会を捉え、官民連携７１による魅力的なみどりのオープンスペースを

創出します。 

 

＜３＞ 多様な主体によるエリアの魅力を高める機会の創出 

●都心では、エリアごとの将来像、地区まちづくりルール、ガイドライン等の検討・共有を図

るとともに、公共的空間の利活用など、地域主体のマネジメント活動を推進することでエリ

アの魅力や個性のある都市空間の形成を図ります。 

●地域交流拠点の機能強化に向けて個々の取組を相互に連携・調整するため、地域の特徴・課

題や住民活動の熟度などに応じ、市民・企業・行政などの各主体の協働による指針づくりを

進めます。 

●広場・公園・緑地・河川など近接するオープンスペースなどを活用しながら、にぎわい・交

流の創出を図ります。 

 

  

 
６９ オープンスペース：ここでは、公園、広場、河川、農地、建築物が建っている敷地内の空地などの空間をいう。 
７０ ユニバーサルデザイン：文化・言語・国籍の違い、老若男女といった差異や障がい・能力を問わずに利用できるよう配慮された設計（デザイン） 
７１ 官民連携・公民連携：行政（官）又は公共（公）と、民間企業等（民）が連携して、課題解決や公共サービスの提供等を行うこと 
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5-3 公共交通や円滑な移動に関する施策 

＜１＞ 持続可能な公共交通ネットワークの構築 

●公共交通機関の持つ個々の特性や役割を生かしながら、面的な公共交通ネットワークを維持

することに加え、交通結節機能の維持・向上の取組等により、持続可能な公共交通ネットワ

ークの構築を図ります。 

 

＜公共交通ネットワーク＞ 

●地下鉄については、将来の交通需要への対応、冬期間における安定した交通機能の確保、駅

周辺の特徴に応じた機能強化、他の交通機関との連絡性の向上などの観点から、その機能の

維持・向上や活用について検討を進めます。 

●ＪＲについては、駅関連施設の整備・改善や、駅周辺地域における生活利便性向上を促進す

るとともに、高架化により市街地の分断解消や自動車交通の円滑化を図るなど、周辺の市街

地との一体的な再整備を進めます。 

●路面電車については、魅力ある都心の創造に寄与する都市の装置として、都心部周辺での利

便性の高い生活を支えており、ループ化により得られた効果を生かし、各電停周辺における

更なる利便性向上に向けた検討を進めます。 

●燃料電池車両（ＦＣＶ）７２等を用いた新たな公共交通システムの導入検討を進めるとともに、

本格運行に向けた社会実験や新技術の活用検討を進めます。 

●バスについては、面的な公共交通ネットワークの維持のため、必要に応じた経費補助を行う

ほか、バス運転手不足への対応として、路線集約などバス路線再編による運行効率化を図り

ます。 

●やむを得ないバス路線の廃止により、面的なネットワークが維持できなくなる場合には、生

活交通の確保を目指し、地域特性に応じた代替交通手段の導入を検討します。また、公共交

通の円滑化を図るため、気象予報や道路状況などを的確に捉え、バス路線などの除排雪を計

画的に行います。 

●需要に応じたサービス水準の確保に努めます。 

 

＜交通結節点の乗継施設等＞ 

●地下鉄及びＪＲ駅では、駅周辺における建物更新や民間開発と連携した駅前広場の整備、バ

スターミナルの計画的な維持保全・改修等の取組により、都心や地域交流拠点における交通

結節機能の向上を図ります。 

 

  

 
７２ 燃料電池車両（ＦＣＶ）：水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を作る「燃料電池」を搭載し、そこで作られた電気を動力源としてモーターで

走行する車両のこと。走行中に排出されるのは、水のみで二酸化炭素の排出はゼロ 
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＜２＞ 公共交通の質的充実 

●主要な駅とその周辺の道路を含めた公共空間や車両のバリアフリー化を一体的に推進します。 

●待合環境・走行環境等の向上や、バスロケーションシステム７３などを活用した交通情報の提

供などによる利便性の向上により公共交通の利用促進を図ります。 

●ＡＩ７４を活用したデマンド交通７５や新たな決済手段など、新技術を活用した公共交通の利

用に関する質的向上に向けた検討を進めます。 

●多様なモビリティ７６の連携による移動の利便性や回遊性向上を図るため、モビリティハブ７７

機能を備えたオープンスペースの整備・活用などの検討を進めます。 

＜３＞ 歩行者の回遊性向上 

●歩行者や自転車などの道路利用者にとって安全でにぎわいのある魅力的なストリートの形

成に向け、公共交通の利用促進を図りながら、道路空間の再配分や交流・滞留空間の整備、

良好な景観形成の誘導などによる、居心地が良く歩きたくなる空間の面的な形成を進めます。 

●雨天時や積雪期など、天候や季節に左右されない快適な歩行環境の形成のため、都心におい

ては、沿道の建築物の建て替え更新を契機とした地下通路の整備やビルの地下接続などによ

る地上・地下の重層的な歩行ネットワークの拡充を推進します。 

●札幌駅の交通結節点における公共空間や歩行空間の整備等を推進し、市民や来訪者の利便性

及び快適性を向上させます。 

＜４＞ 安全・安心な交通環境の形成 

●都心や地域交流拠点及び各地域の特性に応じ、歩行者・自転車等にとって安全・安心な交通

施策を推進します。 

●通学路等における安全・安心な交通環境の形成に向けた取組を進めます。 

●都心を目的地としない通過交通の適切な誘導を進めます。 

＜５＞ 荷さばき環境の向上 

●歩行者と自転車の安全性と快適性を維持しながら、官民連携による荷さばき空間の確保や運

用の効率化に向けた取組を推進します。  

 
７３ バスロケーションシステム：ＧＰＳ（全地球測位システム）などを用いて車両の位置情報を収集し、携帯端末やパソコン等にバスの運行情報を提供

するシステム 
７４ ＡＩ：Artificial Intelligence（アーティフィシャル・インテリジェンス）の略。人工的にコンピューター上などで人間と同様の知能を実現させ

ようという試み、あるいはそのための一連の基礎技術 
７５ デマンド交通：予約に応じて運行する方式の交通システムで、従来のバスとは異なり、運行ダイヤや運行ルートを固定せずに、予約があったときの

み、事前に設定した乗降ポイント間を運行する等の地域状況やニーズに応じた柔軟な運行が可能 
７６ モビリティ：乗り物など人の移動に関すること 
７７ モビリティハブ：複数の交通手段が集まる場所（結節点）のこと 
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＜６＞ 安全で快適な自転車利用環境の向上 

●地下鉄及びＪＲ駅周辺において、民間開発などと連携した駐輪場の整備や放置禁止区域の拡

大など、総合的な駐輪対策を進めます。 

●地下鉄及びＪＲ駅周辺における駐輪場整備を推進するとともに、自転車通行空間の確保や自

転車ネットワークの拡充などを進めます。 

●既存の公共交通と連携して交通ネットワーク形成に貢献するシェアサイクル７８の利便性向

上に向けた様々な取組を推進します。 

 

5-4 誘導区域の外における地域特性に応じた施策 

＜１＞ 地域コミュニティの確保 

●地域固有の資源を活用するとともに、小学校へのまちづくりセンター７９や児童会館などの機

能の複合化による地域コミュニティ拠点の形成を図るなど、地域コミュニティの維持に向け

た取組を検討します。 

●大規模な住宅団地や地域コミュニティの中核を担ってきた学校跡地等の土地利用の転換が

なされる場合は、都市構造の秩序の維持、地域コミュニティの増進、周辺の市街地環境との

調和を前提としながら、札幌の魅力や活力の向上に寄与する機能や地域に求められる機能の

導入等について検討します。 

 

＜２＞ 空き地や空き家への対策 

●空き地については、除草等の実施による病害虫の発生防止などの適正な管理や雪捨て場や防

災備蓄倉庫の設置など地域での活用を促進し、居住環境の確保を図ります。 

●空き家等の適切な管理により、地域の安全確保と生活環境の保全を図るため、総合的な空き

家等対策を推進します。 

 

  

 
７８ シェアサイクル：自転車を共同利用する交通システム。多数の自転車を都市内の各所に配置し、利用者はどこの拠点（ポート）からでも借り出して、

好きなポートで返却ができる都市交通手段 
７９ まちづくりセンター：住民組織の振興、地域の要望などの収集、市政の周知などに加え、様々なまちづくり活動を支援する地域の拠点 
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5-5 低未利用地に関する考え方 

空き地や空き家等の低未利用地が小さな敷地単位で散発的に発生する「都市のスポンジ化」は、

土地や建築物が未利用のまま点在することにより、居住機能や都市機能の誘導の妨げとなるとと

もに、都市の密度を低下させ、生活サービスや公共サービスの非効率化を招きます。こうしたス

ポンジ化の進行や、低未利用地が適切に管理されない状態が続くことにより、治安や居住環境・

景観の悪化等を引き起こし、地域の魅力やコミュニティの低下を招くおそれがあります。 

本計画では、低未利用地の発生の抑制や有効活用、適正な管理が進められるよう、エリアに応

じた低未利用地の利用と管理について以下のとおり市民、企業、行政などの多様な主体が共有す

る指針を掲げ、居住機能や都市機能の誘導を促進することや、良好な居住環境の確保を図ります。 

また、必要に応じて交流広場やコミュニティ施設等、地域コミュティやまちづくり団体が共同

で整備・管理する空間・施設（コモンズ）について、地権者合意による協定の締結や、管理が困

難となった低未利用地の適正な管理がなされるよう跡地等管理区域の設定・跡地等管理等協定の

締結を検討します。 

 

＜１＞居住誘導区域における低未利用地の利用と管理の指針 

【利用方針】 

●宅地・生活利便施設用地や良好な住宅ストックとしての流通を図る 

●地域の活動や雪置き場など地域における活用に取り組む 

【管理方針】 

●良好な住宅ストックとしての状態を保つため改修工事や保全を行う 

●病害虫の発生や器物破損、不法投棄等を予防するため除草や柵の設置などを行う 
 

＜２＞都市機能誘導区域における低未利用地の利用と管理の指針 

【利用方針】 

●小さな低未利用地については集約を図り、まとまった低未利用地において都市機能の立

地を推進する 

●地域資源としてにぎわいの創出やゆとりある空間形成に取り組む 

【管理方針】 

●必要に応じて有効利用を行えるよう、行政やエリアマネジメント団体と連携する 

●病害虫の発生や器物破損、不法投棄等を予防するため除草や柵の設置などを行う 
 

＜３＞誘導区域外における低未利用地の利用と管理の指針 

【利用方針】 

●地域の活動や雪置き場など地域における活用に取り組む 

【管理方針】 

●管理不全に陥らないよう適切な維持管理を徹底する 

●管理不全に陥った空き家については解体する 

●病害虫の発生や器物破損、不法投棄等を予防するため除草や柵の設置などを行う 
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第6章 立地適正化計画における防災指針  第６章 立地適正化計画における防災指針 
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第６章 立地適正化計画における防災指針 
 

 

立地適正化計画における防災指針とは、居住機能や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市

の防災に関する機能を確保するための指針であり、居住誘導区域における災害リスクをできる限

り回避あるいは低減させるために必要な防災・減災の取組を示すものです。 

本計画では、災害リスクを踏まえて誘導区域を設定しつつ、区域内に災害ハザードエリアが残

る場合には、適切な防災・減災の取組を防災指針として位置づけます。なお、札幌市では各種災

害に対して、既に関連する計画や指針等を定めて、防災・減災に係る取組を進めていることから、

これらの計画等と整合を図り防災指針を定めます。 

 

＜防災指針の位置づけ＞ 
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6-1 災害リスク分析 

＜対象とする災害＞ 

本計画では、札幌で発生しうる地震災害や大雨による洪水・内水氾濫、土砂災害のほか、積雪

寒冷地である札幌の特徴を踏まえ大雪による雪害といった自然災害を対象とします。 

なお、津波災害については、手稲区手稲山口（市街化調整区域）の一部に津波の浸水が想定さ

れていますが、人家など建築物のない区域のため、本計画では対象といたしません。 

 

＜災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせによる課題の抽出＞ 

対象とする災害に関する災害ハザード情報と、人口分布や建築物・都市機能・避難施設の立地

状況などの都市情報を重ね合わせて災害リスクを分析し、地域ごとの課題を抽出・整理します。 

 

 

  

 
８０ 家屋倒壊等氾濫想定区域：家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想定される区域 
８１ 滑動崩落：地震時に宅地造成前の谷底付近や盛土内部を滑り面として、盛土造成地の全体または大部分が斜面下部方向に移動すること 

災害 災害ハザード情報 都市情報 分析の視点 

洪水 

内水氾濫 

土砂災害 

●想定浸水深（想定最大規模） 

●家屋倒壊等氾濫想定区域８０ 

●浸水継続時間 

●浸水到達時間（３０分） 

●過去の浸水実績 

●土砂災害（特別）警戒区域 

●人口 

●建物分布・建物階数 

●避難施設 

●都市機能（病院・福

祉） 

●要配慮者利用施設 

●道路網（アンダーパ

ス） 

●地下施設･地下街 

●立地適正化計画の

誘導区域 

●被害を受ける住民や建築

物はあるか 

●垂直避難が可能か 

●避難施設が利用できるか 

●建物倒壊等の被害が発生

しないか 

●施設の継続利用に支障が

ないか 

●逃げ遅れのおそれがない

か 

●避難に支障がないか 

●地下施設への被害が発生

しないか 

地震 

●想定最大震度 

●液状化危険度 

●建物全壊率 

●大規模盛土造成地の滑動崩落８１ 

●被害を受ける住民や建築

物はあるか 

●避難施設が利用できるか 

雪害 ●大雪による被害状況 

●通行障害等の長期化によ

る深刻な被害が発生しな

いか 
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（1） 洪水 

洪水とは、大雨により河川が増水し、堤防を越えて水が溢れたり、堤防が決壊したりすること

で発生する浸水です。長時間にわたって大雨が降り続いた場合などに発生する危険性があり、発

生頻度は低いものの、甚大な被害をもたらします。 

本計画では、過去の浸水実績や想定最大規模降雨による浸水想定、多段階の浸水想定などのハ

ザード情報を基に洪水に係る災害リスク分析を実施します。 
 

１） 過去の浸水実績（昭和５６年（１９８１年）の水害） 

札幌では、過去に数度の洪水被害が発生しており、その中でも特に被害が大きかった洪水が

昭和５６年（１９８１年）の水害でした。同年８月、低気圧に伴う前線に、北上した台風１２

号の影響が加わることにより、石狩川流域では３日夕方から６日朝まで雨が降り続き、総雨量

２９４ｍｍを札幌で記録し、大洪水を引き起こしました。さらに、その約２週間後の２３日に

は、台風１５号が北海道に上陸し、総雨量２２９ｍｍもの豪雨が再び発生したことによって、

２度目の記録的な大洪水をもたらしました。 

これらの大洪水は、観測史上最大の降雨量、流量を記録し、北海道全域で死者３人、氾濫面

積６１４ｋ㎡、被害家屋約３０,９９１戸もの甚大な被害を及ぼしました。この洪水の特徴は、

石狩川の一部で、水が堤防を越えて溢れ出したばかりでなく、水位が増した石狩川に流れ込め

ない支流や排水路などの水が溢れる被害が目立った点でした。 

昭和５６年以降は、堤防の決壊を伴う大規模な水害は発生していません。 

２） 洪水浸水想定区域（想定最大規模） 

札幌市では、国や道が指定する洪水予報河川及び水位周知河川のほか、市内の中小河川を含

めて、想定しうる最大規模の降雨が発生した場合に、堤防の決壊が想定される全ての箇所につ

いて、どのように氾濫し浸水するかを予想し、それらの結果を重ね合わせ、浸水の区域と深さ

を「札幌市浸水ハザードマップ」として作成・公表しています。 

想定最大規模の降雨が発生した場合、市街地の広範囲にわたり浸水が生じると想定されてい

るとともに、一部の地域では、一般的な戸建住宅の２階の床の高さに相当する３ｍ以上の浸水

が想定されており、２階以上であっても浸水被害を受けるおそれがあります。 

また、一部の河川の周辺は、家屋倒壊等氾濫想定区域が指定されており、建築物への被害が

想定されます。 

なお、札幌市では、市立小中学校、区体育館、大規模な公園などの指定緊急避難場所兼指定

避難所（基幹避難所）を、徒歩可能範囲の２ｋｍ（半径１．３３３ｋｍ）以内に指定している

状況であり、浸水が居室の高さを超える場合にはこれらの施設の開設状況を踏まえて避難をす

ることとなります。 

一部の居住誘導区域では、浸水深が大きくなることが想定されており、集合型の居住機能や

多様な都市機能が集積しているこれらのエリアでは被害が大きくなることが懸念されます。 

また、都心部は、想定される浸水深は大きくありませんが、広く浸水想定区域に含まれてい

ます。近年、地下空間の利用が広がっていることから、多様な人々が集まり高次な都市機能が

集積するこうした地下空間へ浸水が発生すると、人的被害のほか経済的・社会的な影響を及ぼ

すおそれがあります。  
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図 6-1 洪水浸水想定区域（想定最大）×指定緊急避難場所兼指定避難場所（基幹避難所）(令和６年) 

資料：札幌市（洪水浸水想定区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）  

一部の河川周辺（家屋倒壊等氾濫想定区域） 

河川周辺で家屋等への被害が発生するおそれ 

全市的（浸水想定区域） 

浸水想定区域が広く広がっており、 

垂直避難が困難な場合は水平避難が必要 

都心部 

浸水（3.0ｍ未満）が想定され、都市機能への

被害や地下施設の浸水被害が発生するおそれ 

一部の居住誘導区域 

（円山公園駅～二十四軒駅周辺） 

想定浸水深が大きく（3.0ｍ以上）、住民や

都市機能への被害が発生するおそれ 

0.5m 未満 

3.0m 未満 

5.0m 未満 
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３） 洪水浸水継続時間 

想定最大規模の降雨による浸水が発生してから浸水が解消されるまでには、河川の位置や地

形等により一定程度の期間を要します。 

一般的に、飲料水や食料等の備蓄は３日分以内の家庭が多いと推察されており、３日以上孤

立すると飲料水や食料等が不足し、健康や生命に危機が生じるおそれがあるといわれています。 

札幌では、一部のエリアで洪水浸水継続時間が３日以上となるエリアが存在しているととも

に、一部の医療施設や福祉施設が３日以上の浸水が見込まれる区域に立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2 洪水浸水継続時間×医療施設（令和６年）（左）、洪水浸水継続時間×福祉施設（令和６年）（右） 

資料：札幌市（洪水浸水継続時間：札幌市浸水ハザードマップデータ）  

市街地の中で浸水継続時間が長い（3 日以上）エリアが存在し、

浸水被害が長期化するおそれ 

ほとんどの医療施設は浸水継続時間が 

3 日以内の区域に立地 

ほとんどの福祉施設は浸水継続時間が 

3 日以内の区域に立地 
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４） 早期に浸水が到達するエリア 

河川が破堤した際に、早期に浸水が到達する区域においては、迅速な避難が必要となります。 

札幌の場合、河川が破堤して３０分以内に浸水が到達する区域内に、高齢者施設、障がい者

施設、保育所など要配慮者利用施設の立地が見られ、これらの施設では逃げ遅れのリスクが高

くなることが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3 破堤後３０分以内に浸水が到達する区域×要配慮者施設（令和６年） 

資料：札幌市（破堤後３０分以内に浸水が到達する区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）  

一部の河川周辺 

早期に浸水する区域内に要配慮者利用施設の立地が見られ、

逃げ遅れが発生のおそれ 
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５） 多段階の洪水浸水想定区域（国管理河川） 

国土交通省では、年超過確率８２１/１０、１/３０、１/５０、１/１００、１/１５０など想定

最大規模より発生頻度が高い降雨規模の場合に想定される浸水範囲や浸水深を「多段階の浸水

想定図」として作成・公表しており、札幌については石狩川（下流）水系における国管理河川

（石狩川・豊平川・月寒川など）が氾濫した場合の想定が該当します。 

札幌では、１/１０から１/５０程度の中高頻度の降雨規模に対しては、市街地の一部におい

て浸水がみられ、想定される浸水深は３．０ｍ未満となっています。 

また、低頻度の降雨規模に対しては、中高頻度と同様に市街地の一部において浸水がみられ、

市街地内で想定される浸水深は３．０ｍ未満となっており、市街地の外で一部３．０m 以上の

浸水が想定されています。 

中
高
頻
度 

１/１０ １/３０ １/５０ 

   

低
頻
度 

１/１００ １/１５０  

  

 

図 6-4 多段階の洪水浸水想定区域 

資料：札幌市（多段階の洪水浸水想定区域：札幌市浸水ハザードマップデータ）  

 
８２ 年超過確率：ある一定規模の降雨量を超える降雨が１年間に発生する確率を表したもの。例えば、年超過確率１/１０の降雨量が時間雨量３０ｍｍ

とは、毎年１０％の確率で時間雨量３０ｍｍを超える降雨が発生することを表している。 
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（2） 内水氾濫 

内水氾濫とは、大雨により下水道などで雨水を排水しきれず、地上に溢れることで発生する浸

水です。短時間であっても強い雨が降った場合や大雨により川の水位が上がった場合などに起こ

りやすい比較的発生頻度の高い浸水です。 

本計画では、過去の内水氾濫実績や想定最大規模降雨による浸水想定等のハザード情報を基に

内水氾濫に係る災害リスク分析を実施します。 

 

１） 過去の内水氾濫実績 

札幌では、これまで各地で浸水被害が発生しており、近年の浸水箇所については「札幌市浸

水ハザードマップ」において過去の内水氾濫実績を掲載しています。 

内水氾濫は、下水道の整備目標を超えていなくても、窪地など地形的な要因によって繰り返

し内水氾濫が発生する箇所もあることに加え、近年では下水道の整備目標を超える降雨規模の

発生回数が増加傾向であるため今後も内水氾濫のリスクが高まることが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 6-5 内水氾濫の履歴 資料：札幌市  

全市的 

浸水被害を受ける可能性が全市的に存在 



 

 

 

 

 

 

 
- 84 - 

 

２） 内水氾濫想定区域（想定最大） 

大雨時には、内水氾濫のほか、洪水や土砂災害など、他の災害が同時に発生する可能性が高

くなることから、避難が必要となった際には、内水氾濫により避難経路の使用が困難となって

いないか確認することが必要です。 

札幌では、浸水深が大きくないものの、市内全域で内水氾濫が発生することが想定されてい

ます。 

要配慮者利用施設（高齢者施設、障がい者施設、保育所など）は市内の各地に分布しており、

それらの利用者が内水氾濫の影響を受ける可能性があります。特に、浸水深が０．３ｍ以上と

想定される区域にもこれらの施設が立地しているため、避難行動の制約や孤立のリスクが高ま

るおそれがあります。 

市内にはアンダーパス（地下道や立体交差の下部）が複数存在しており、大雨による浸水時

には冠水によって通行不能となることが懸念されます。 

緊急輸送道路が冠水すると、災害時の救助・救急・緊急物資の輸送などの応急活動に支障を

及ぼすおそれがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-6 内水氾濫想定区域×要配慮者利用施設（令和６年現在）（左）、 

内水氾濫想定区域×緊急輸送道路・アンダーパス（右） 

資料：札幌市（内水氾濫想定区域：札幌市浸水ハザードマップデータ） 

浸水被害を受ける可能性が全市的に存在 

全市的に立地する要配慮者利用施設が、 
避難行動の制約や孤立のリスクが高まるおそれ 

全市的 

浸水により避難時の二次災害が 
発生するおそれ 

アンダーパス部 
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（3） 土砂災害 

土砂災害は、大雨や雪解け水、地震などの影響によって、がけ崩れや土石流、地すべりが発生

する現象で、多くの人命や住宅などに被害を及ぼす危険性があります。 

土砂災害のおそれのある区域については、北海道が土砂災害により被害を受けるおそれのある

場所の地形や地質、土地の利用状況などを調査した上で、「土砂災害特別警戒区域」や「土砂災害

警戒区域」を指定しています。 

本計画では、「土砂災害特別警戒区域」や「土砂災害警戒区域」の指定状況を踏まえて、土砂災

害による災害リスクを分析します。 

なお、土砂災害に関する「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」については、「土砂災

害（特別）警戒区域」の範囲内に指定されている状況であるため、「土砂災害（特別）警戒区域」

により包括的に災害リスクを分析します。 

 

１） 土砂災害（特別）警戒区域 

土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域は、南西部の山間地や急傾斜地に多く指定さ

れており、一部では市街地においても指定されています。 

これらの区域では、土石流、急傾斜地の崩壊、地すべりが発生するおそれがあり、発生した

場合、住民の生命や身体、建築物に被害が生じるおそれがあります。 

また、土砂災害発生時には道路の寸断や通行不能が発生し、避難行動や緊急搬送に支障を及

ぼすことも懸念されます。 
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図 6-7 土砂災害（特別）警戒区域×緊急輸送道路 

 

表 6-1 土砂災害警戒区域の指定状況（Ｒ７.４月時点） 

指定区 指定箇所数 

中央区 １５５か所 

厚別区 １３か所 

豊平区 ３４か所 

清田区 ９６か所 

南区 ５５９か所 

西区 ９３か所 

手稲区 ４８か所 

合計 ９９８か所 

  

土砂災害により住民や建築物、道路等への被害のおそれ 
避難行動や緊急搬送に支障を及ぼすおそれ 

土砂災害（特別）警戒区域 

資料：札幌市 

（急傾斜地崩壊危険区域： 

令和７年４月２５日告示時点） 

（土砂災害（特別）警戒区域： 

令和６年１２月２４日告示時点） 

（地すべり防止区域： 

令和７年２月２７日告示時点） 
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２） 土砂流出 

豊平川上流域において計画規模の降雨により土砂の流出が発生した場合、直轄砂防区域内に

おいて土砂洪水氾濫被害のほか、下流に流出した土砂の影響で豊平川の河床が上昇し、札幌市

街地において洪水氾濫などによる被災が想定されます。 

また、中央区や西区の一部の山間地や急傾斜地においても、大雨に伴って土砂が河川流路に

堆積し、洪水被害を引き起こすおそれや、土石流により住民や建築物に被害が発生するおそれ

があります。 

 

 
図 6-8 計画降雨時の想定氾濫範囲（平成２２年度末）＜直轄砂防区域内＞（左）、 

計画降雨時の想定氾濫範囲（平成２２年度末）＜砂防基準点下流＞（右） 

資料：北海道開発局「再評価原案準備書説明資料（豊平川直轄砂防事業）」 
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（4） 地震 

札幌市では、市内に影響を与える可能性のある５つの地震を想定した上で、地震動や液状化現

象などのハザード評価を実施し、これに基づき人的・物的・経済的被害等を想定した「第４次地

震被害想定」を令和３年（２０２１年）８月に取りまとめました。 

なお、この取りまとめに当たっては、冬季や朝夕など異なる季節・時間帯を設定し、想定され

る被害が最も多くなる条件についても整理しています。 

本計画では、「第４次地震被害想定」で想定された「揺れの強さ（震度分布）」、「液状化の危険

度」及び「家屋全壊率」を基に災害リスク分析を実施します。なお、札幌に大きな影響を与える

と想定される５つの地震により予想される揺れの強さを重ね合わせ、それぞれの地点で予想され

る最大の震度を表しています。 

 

１） 揺れの強さ（震度分布） 

市街地の広範囲にわたって震度６以上の強い揺れが想定されており、一部の地域では震度７

の非常に大きな揺れも想定されています。 

強い揺れによって、多くの建築物やライフライン、交通施設への被害が想定されるとともに、

建物倒壊による人的被害が発生するおそれもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-9 震度分布  資料：札幌市（震度：第４次地震被害想定）  

全市的 

強い揺れによる被害を受けるおそれ 
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２） 液状化危険度 

液状化危険度は、地震時における液状化の起こ

りやすさを示したものであり、札幌では、ＪＲ函

館本線の北側を中心に、市街地においても液状化

発生の可能性が高いエリアが存在しています。 

液状化の発生によって、多くの建築物やライフ

ライン、交通施設への被害が想定されるとともに、

建物倒壊による人的被害が発生するおそれもあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

３） 建物全壊率 

建物全壊率は、地域ごとの地震によって建築物

がどの程度倒壊するか示したもので、札幌では、

市街地の広い範囲で建物全壊率の高いエリアが存

在する想定となっています。 

過去の大地震の被害状況から、昭和５６年（１

９８１年）以前に建てられた、いわゆる旧耐震基

準の建築物の被害が大きいことが分かっており、

これらの建築物については災害リスクが高まるこ

とが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主にＪＲ函館本線の北側 

 液状化による被害を受けるおそれ 

建物倒壊のおそれ 

全市的 

図 6-10 液状化危険度 

資料：札幌市（液状化危険度：第４次地震被害想定） 
 

図 6-11 建物全壊率 

資料：札幌市（液状化危険度：第４次地震被害想定） 
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４） 大規模盛土造成地 

大規模盛土造成地は、谷や沢、山の斜面に土を盛るなどしてつくられた盛土造成地のうち、

過去の地震時の被害事例から、滑動崩落の発生が多かった盛土の面積や高さ、盛土をする前の

地盤の傾斜を基に定めたものです。 

これらの造成地については、地震時に大きな揺れによって盛土造成地が滑動崩落するリスク

が存在しており、札幌市では、市内全ての大規模盛土造成地に対して、地震時の安定性につい

て詳細調査を進めています。 

大規模盛土造成地が、必ずしも地震時に危険ということを表すものではありませんが、札幌

には、谷埋め型８３や腹付け型８４の大規模盛土造成地が市内各地に分布しており、特に豊平区、

厚別区、清田区、南区などの斜面地や谷筋沿いに多く存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
８３ 谷埋め型：谷や沢を埋めた盛土造成地で、盛土面積が３，０００㎡以上 
８４ 腹付け型：盛土をする前の地盤が２０度以上の傾斜地で、盛土高さが５ｍ以上 

図 6-12 大規模盛土造成地 

資料：札幌市 

（大規模盛土造成地：札幌市 

大規模盛土造成地マップデータ） 






















































